
平成30年1月25日発行 （10）議 会 だ よ り

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

伊
　
藤
　
正
　
子

快
適
な
学
童
保
育
を
め
ざ
し
て14

方
自
治
法
施
行
規
程
の
規
定

に
よ
り
、
免
職
、
過
怠
金
ま

た
は
け
ん
責
の
い
ず
れ
か
の

懲
戒
処
分
が
で
き
る
。

　市
長
は
選
挙
で
選
ば
れ
る

公
職
で
あ
り
、
懲
戒
処
分
等

の
規
定
は
な
い
。
給
料
の
一

部
辞
退
・
自
主
返
納
は
公
職

選
挙
法
の
寄
附
に
該
当
す
る

お
そ
れ
が
あ
り
、
条
例
を
制

定
す
る
必
要
が
あ
る
。

質問
市
政
運
営
と
意
思
決
定

質問
平
和
施
策
を
行
う
意
義

や
園
庭
整
備
な
ど
、
学
校
と

の
共
有
に
お
け
る
子
ど
も
の

安
全
性
に
つ
い
て
の
課
題
や
、

民
間
保
育
園
を
学
校
の
中
に

設
置
す
る
こ
と
の
是
非
な
ど

の
課
題
も
あ
る
が
、
学
校
の

余
裕
教
室
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
日
常
生
活
や
行
事
で
双

方
の
交
流
が
増
え
る
な
ど
、

メ
リ
ッ
ト
も
考
え
ら
れ
る
の

で
、
今
後
、
調
査
・
研
究
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
待
機
児
童
対
策

調
査
が
で
き
る
。

　特
に
蔵
造
り
商
家
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
築
１
０
０
年

を
超
え
る
物
件
が
多
く
、
保

存
状
態
に
問
題
が
あ
る
可
能

性
が
あ
る
。

　今
後
は
、
現
状
把
握
を
行

っ
た
上
で
、
適
切
な
保
存
管

理
計
画
策
定
の
検
討
を
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
と
Ｄ
Ｍ
Ｏ

質問
個
人
所
有
の
文
化
財

て
い
く
と
考
え
て
い
る
の
で
、

児
童
が
安
全
で
安
心
し
て
過

ご
す
こ
と
が
で
き
る
学
童
保

育
室
を
目
指
し
て
、
受
け
入

れ
体
制
が
整
う
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

質問
動
物
愛
護
に
関
す
る
活
動

質問
快
適
な
学
童
保
育
そ
の
３

老
川
合
流
部
に
お
け
る
流
下

能
力
は
、
不
老
川
の
河
川
整

備
計
画
と
整
合
し
た
毎
秒
45

立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
現

状
か
ら
は
大
き
く
向
上
す
る

も
の
と
考
え
る
。
今
後
は
、

河
川
改
修
工
事
の
着
手
に
向

け
、
埼
玉
県
等
と
の
調
整
を

進
め
な
が
ら
、
事
業
を
推
進

し
て
い
く
。

質問
精
神
障
害
者
の
生
活
支
援

質問
災
害
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

質問
久
保
川
の
整
備

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
活
用
し
、

加
入
の
必
要
性
や
種
類
に
つ

い
て
の
情
報
を
掲
載
す
る
こ

と
と
併
せ
て
、
埼
玉
県
の
保

険
等
加
入
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
リ
ン
ク
す
る
な
ど
、
市
民

に
わ
か
り
や
す
い
内
容
に
す

る
と
と
も
に
、
広
報
川
越
の

紙
面
を
利
用
し
て
周
知
を
行

う
。
ま
た
、
問
い
合
わ
せ
が

あ
っ
た
際
に
は
、
し
っ
か
り

と
し
た
情
報
提
供
に
努
め
る
。

質問
自
転
車
利
用
の
諸
課
題

問
市
の
意
思
決
定
へ
の
判
断

が
適
切
で
な
か
っ
た
場
合
、

責
任
を
明
ら
か
に
す
る
方
法

は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
。

答
栗
原
副
市
長

　一
般
職
の

職
員
が
、
職
務
上
の
義
務
に

違
反
し
、
ま
た
は
職
務
を
怠

っ
た
場
合
等
に
は
、
地
方
公

務
員
法
の
規
定
に
よ
り
、
免

職
、
停
職
、
減
給
お
よ
び
戒

告
の
い
ず
れ
か
の
懲
戒
処
分

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　副
市
長
に
つ
い
て
は
、
地

問
市
内
小
中
学
校
に
計
26
の

空
き
教
室
が
あ
る
。
制
度
上
、

保
育
施
設
へ
の
転
用
は
可
能

で
あ
る
。
待
機
児
童
対
策
の

一
環
に
保
育
施
設
と
し
て
活

用
し
て
は
い
か
が
か
。

答
市
長

　国
に
お
い
て
は
、

保
育
園
整
備
の
具
体
的
な
方

策
と
し
て
、
と
り
わ
け
都
市

部
に
お
い
て
、
小
中
学
校
の

余
裕
教
室
等
の
既
存
の
社
会

資
源
の
活
用
を
掲
げ
て
い
る

の
は
知
っ
て
い
る
。
調
理
室

問
個
人
所
有
の
文
化
財
建
造

物
を
保
存
し
て
い
く
た
め
に

は
、
所
有
者
任
せ
に
せ
ず
、

市
と
し
て
所
有
者
に
寄
り
添

い
な
が
ら
適
切
な
保
存
管
理

計
画
を
策
定
す
べ
き
で
は
。

答
教
育
総
務
部
長

　教
育
委

員
会
は
指
定
文
化
財
建
造
物

に
つ
い
て
、
所
有
者
に
対
し

て
現
状
ま
た
は
管
理
等
の
状

況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
所
有
者

等
の
同
意
を
得
て
文
化
財
の

問
新
年
度
ま
で
に
学
童
保
育

室
の
受
け
入
れ
体
制
が
整
う

よ
う
に
、
予
算
や
ス
ペ
ー
ス

の
確
保
な
ど
、
市
全
体
で
取

り
組
む
べ
き
と
考
え
る
。
市

長
の
考
え
を
伺
う
。

答
市
長
　学
童
保
育
室
は
、

今
後
も
し
ば
ら
く
の
間
は
入

室
希
望
児
童
は
増
え
て
い
く

も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
放
課

後
児
童
健
全
育
成
の
観
点
か

ら
、
学
童
保
育
室
の
役
割
は

今
後
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ

問
久
保
川
流
域
で
は
浸
水
被

害
が
発
生
し
、
台
風
第
21
号

で
も
越
水
し
、
護
岸
が
崩
れ

て
い
る
。
早
急
に
久
保
川
の

整
備
を
進
め
る
べ
き
だ
が
、

今
後
の
計
画
を
伺
う
。

答
建
設
部
長
　久
保
川
の
整

備
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限

り
、
既
存
の
河
川
用
地
内
で

改
修
す
る
こ
と
を
検
討
し
た

上
で
、
現
在
の
断
面
を
大
き

い
断
面
に
広
げ
る
計
画
と
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
不

問
来
年
度
か
ら
埼
玉
県
で
は

自
転
車
損
害
保
険
等
へ
の
加

入
が
義
務
化
さ
れ
る
。
従
来

の
対
象
者
が
限
定
さ
れ
る
周

知
方
法
だ
け
で
な
く
、
広
く

市
民
に
周
知
す
べ
き
で
は
？

答
市
民
部
長
　自
転
車
損
害

保
険
等
へ
の
加
入
が
義
務
化

に
な
る
こ
と
、
加
入
の
必
要

性
や
保
険
の
種
類
等
に
つ
い

て
、
広
く
市
民
に
理
解
し
て

も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
市
の

政

晴

会

樋
　
口
　
直
　
喜

個
人
所
有
の
文
化
財
に
つ
い
て17

日
本
共
産
党

川
　
口
　
知
　
子

久
保
川
の
整
備
を
！

12

日
本
共
産
党

柿
　
田
　
有
　
一

市
長
が
と
る
べ
き
責
任
は

13

政

晴

会

明
ヶ
戸
　
亮
　
太

待
機
児
童
対
策
に
空
き
教
室
を15

公

明

党

小
ノ
澤
　
哲
　
也

自
転
車
損
害
保
険
の
義
務
化
！16


